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富山県告示第168号 

   富山新港地区緩衝緑地の管理の事業に係る費用負担計画について 

 公害防止事業費事業者負担法（昭和45年法律第 133号。以下「法」という。）第 

６条第１項の規定により、富山新港地区緩衝緑地（県民公園新港の森）の管理の事 

業に係る費用負担計画を次のように定めたので、同条第５項の規定により公表する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公害防止事業の種類 

法第２条第２項第１号に規定する緑地の管理の事業 

２ 費用を負担させる事業者を定める基準 

次の各号のいずれにも該当する工場又は事業場を営む事業者 

 ⑴ 工場又は事業場の所在する区域 

   別図に区画した区域 

   （「別図」は省略し、その図面を富山県生活環境文化部環境政策課に備え置 

   いて縦覧に供する。） 

 ⑵ 工場又は事業場の業種 

   総務省統計局の令和６年経済センサス－基礎調査に用いた産業分類項目のう 
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  ち、次の産業分類のいずれかに該当する工場又は事業場 

   ア 製造業 

イ 電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業 

 ⑶ 工場又は事業場の規模等 

   ⑴の区域内において、次のいずれかに該当する工場又は事業場とする。 

   ア 中小企業基本法（昭和38年法律第 154号）第２条に規定する中小企業者 

 （電気業を除く。以下「中小企業者」という。）以外の者が営む工場又は 

 事業場であって、敷地面積が 100,000平方メートル以上又は大気汚染防止 

 法（昭和43年法律第97号）第２条第２項に規定するばい煙発生施設の排出 

 ガス量の合計（以下「排出ガス量の合計」という。）が、温度が摂氏零度 

 であって圧力が１気圧の状態に換算して毎時10,000立方メートル以上の工 

 場又は事業場 

イ 中小企業者が営む工場又は事業場であって、敷地面積が 100,000平方メ 

 ートル以上かつ排出ガス量の合計が、温度が摂氏零度であって圧力が１気 

 圧の状態に換算して毎時10,000立方メートル以上の工場又は事業場 

３ 公害防止事業費（管理費）の額 

  各年度における公害防止事業費（管理費）は、次のとおりとする。 

令和８年度 42,000千円以内 

令和９年度 42,000千円以内 

令和10年度 42,000千円以内 

４ 負担総額及びその算定基礎 

 ⑴ 負担総額 

   各年度における負担総額は、次のとおりとする。 

    令和８年度 10,500千円以内 

令和９年度 10,500千円以内 

令和10年度 10,500千円以内 

 ⑵ 負担総額の算定基礎 

前項の額の４分の１ 

５ その他 
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  管理に要する費用が物価の変動等により増減を生じた場合は、その増減後の管 

 理に要する費用を公害防止事業費（管理費）の額とするとともに、この公害防止 

 事業費（管理費）の額に前項の負担割合を乗じて算定した額をもって負担総額と 

 する。 

 

 

富山県告示第169号 

   浄化槽の指定検査機関の指定について 

 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第57条第１項の規定により、浄化槽の指定検査 

機関を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により公示する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名 

 ⑴ 名称 公益社団法人富山県浄化槽協会 

 ⑵ 所在地 富山市総曲輪二丁目１番３号 

 ⑶ 代表者の氏名 上田 勝朗 

２ 検査業務を行う地域及び期間 

 ⑴ 検査業務を行う地域 富山県内全域 

 ⑵ 検査業務を行う期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

３ 検査手数料 

 ⑴ 浄化槽法第７条第１項の規定による検査の手数料 
 

処理対象人員 金額 

10人以下 12,000円 

11人以上    20人以下 13,000円 

21人以上    100人以下 14,000円 

101人以上   300人以下 17,000円 

301人以上   500人以下 20,000円 

501人以上  2000人以下 23,000円 

2001人以上 27,000円 
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 ⑵ 浄化槽法第11条第１項の規定による検査の手数料 
 

処理対象人員 金額 

10人以下 7,000円 

11人以上   20人以下 9,000円 

21人以上   100人以下 10,000円 

101人以上  300人以下 13,000円 

301人以上  500人以下 15,000円 

501人以上  2000人以下 19,000円 

2001人以上 23,000円 

４ 指定年月日及び検査業務の開始予定年月日 

 ⑴ 指定年月日 令和８年３月31日 

 ⑵ 検査業務の開始予定年月日 令和８年４月１日 

 

 

富山県告示第170号 

   高潮浸水想定区域の指定について 

 水防法（昭和24年法律第 193号）第14条の３第１項及び第２項の規定により、高 

潮浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水継続時間を次のとお 

り指定したので、同条第３項の規定により公表する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部河川課及び次の縦覧場所に備え置いて縦覧に供 

する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定する沿岸名（区間） 縦覧場所 

富山湾沿岸 

（新潟県境から片貝川河口まで） 

新川土木センター入善土木事務所 
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富山県告示第171号 

   指定納付受託者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 231条の２の３第１項に規定する指定納付 

受託者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第29条の２の規定により告示する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地４ 

  ウェルネット株式会社 

２ 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等 

  富山県電子申請サービスを利用した富山県の行政手続に係る申請手数料等（指 

 定納付受託者が提供する支払システム及び決済基盤を利用して納付させるものに 

 限る。）の納付 

３ 指定納付受託者が歳入等の納付事務を行う期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

４ 指定納付受託者を指定した日 

  令和８年３月19日 
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